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第４節 初動 

１. 人的支援ニーズの把握 

受援班（担当課等：〇〇〇）は、自治体応援職員について、各課（室）の受

援担当と情報共有し、庁内からの人的支援ニーズをとりまとめ、応援が必要と

なる業務や人数、期間を見積もる。 

 

 

２. 応援要請 

受援班（担当課等：〇〇〇）は、把握した人的支援ニーズをとりまとめ、一

般事務職員については、県緊急派遣チーム又は県地方災害対策部を通じて、県

災害対策本部に対し応援要請を行い、専門職種職員については、県災害対策本

部関係部隊に対し応援要請を行う。 

一般事務職員については、対口支援団体が決定している場合は、直接、応援

要請を行う。 

また、市町が個別に締結している相互応援協定等がある場合は、その関係団

体等に対して応援要請を行う。 

 

 

３. 緊急輸送ルート等の被害状況・啓開状況の情報収集・共有 

受援班（担当課等：〇〇〇）は、自治体応援職員へ情報提供するため、市町

土木所管課等から緊急輸送ルートや市町管理道路の被害状況・啓開状況の情報

を収集し、応援自治体等と共有する。 
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第５節 受入れ調整 

１. 受入れ調整 

（１）一般事務職員の配置調整 

受援班（担当課等：〇〇〇）は、一般事務職員の自治体応援職員の詳細な

配置について、庁内からの要請と、対口支援団体からの情報（国・他県・他

市町等からの人的支援の申し出）を基に、対口支援団体と直接、調整を行う。 

また、市町が個別に締結している相互応援協定等がある場合は、その関係

団体と直接、調整を行う。 

受援班（担当課等：〇〇〇）は、調整した結果について、県緊急派遣チー

ムまたは県地方災害対策部を通じて、県災害対策本部と共有する。 

 

（２）専門職種職員の配置調整 

各課（室）の受援担当は、専門職種職員の詳細な配置について、庁内から

の要請と、県災害対策本部関係部隊からの情報（関係省庁・関係団体等から

の人的支援の申し出）に基づき、県災害対策本部関係部隊を通じて調整を行

う。 

また、市町が個別に締結している相互応援協定等がある場合は、その関係

団体と直接、調整を行う。 

 

（３）自治体応援職員の円滑な引き継ぎの実施 

受援班（担当課等：〇〇〇）及び各課（室）の受援担当は、円滑に業務が

引き継がれ、切れ目のない応援活動となるよう、市町災害対策本部は、引き

継ぎ期間の拡充や半数ずつの交代を求めるなど、応援自治体等と調整を図る。 
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第６節 支援活動及び調整 

１. 活動支援 

受援班等（担当課等：〇〇〇）は、自治体応援職員が円滑に活動できるよう、

各課（室）の受援担当と情報共有を図りながら、業務説明の準備や、会議室等

の作業スペース、机・椅子等の確保を行う等自治体応援職員の業務環境の整備

に配慮するとともに、宿泊所、緊急輸送ルートの被害状況・啓開状況、給油所

など活動に必要な情報の提供を行い、自治体応援職員の活動を支援する。 

自治体応援職員に対しては、業務内容を明示するとともに、災害対策本部員

会議への参加を求めるほか、応援職員を交えて定期的な情報共有・調整会議を

開催する。また、提供する業務スペースは、情報が集まる災害対策本部のオペ

レーションルーム内に確保する。 

 

２. 受援状況の進行管理 

受援班（担当課等：〇〇〇）は、自治体応援職員の受入れ数や活動場所、庁

内からのニーズに対する過不足等を把握し、受援状況の進行管理を行う。 

受援班（担当課等：〇〇〇）は、とりまとめた受援状況を、県緊急派遣チー

ムまたは県地方災害対策部を通じて県災害対策本部に報告する。 

受援班（担当課等：〇〇〇）は、対口支援団体が開催する自治体応援職員の

派遣調整にかかる連絡会議に出席し、受援状況を報告する。必要に応じて、各

課（室）の受援担当を招集する。 

受援班（担当課等：〇〇〇）は、各課（室）における受援担当と連携して、

自治体応援職員の勤務管理（ローテーション計画、勤務表の作成・記録）を行

う。 
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■ 支援物資の受入れに関する計画 

第１節 計画に基づく活動期間 

本計画に基づく活動期間は、「三重県広域受援計画（物資調達に関する計画）」

が対象とする期間を基本に、また、支援物資ニーズに基づく対応（プル型支援）

も対象とする。 

 

参考：「三重県広域受援計画（物資調達に関する計画）」に基づく活動期間 

■国のプッシュ型支援、県による流通備蓄、セーフティネット備蓄の供給が行

われる間。 
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第４節 初動 

１. 地域内輸送拠点（市町物資拠点）の被害状況の収集 

市町災害対策本部の物資部門（構成する担当課等の参集した職員）は、発災

後、速やかに地域内輸送拠点（市町物資拠点）や備蓄物資、資機材、周辺道路

の被害状況の情報収集を行う。 

 

 

２. 地域内輸送拠点（市町物資拠点）の選定 

市町災害対策本部の物資部門（構成する担当課等の参集した職員）は、地域

内輸送拠点（市町物資拠点）の被害状況を確認し、拠点の使用可否の判断を行

い、使用可能な拠点を選定する。 

地域内輸送拠点（市町物資拠点）が使用できない場合は、代替施設の被害状

況や稼働状況を確認し、当該施設の使用の可否を判断する。代替施設も被災等

により使用できない場合は、県や近隣市町に要請する。 

 

 

３. 地域内輸送拠点（市町物資拠点）の開設 

（１）地域内輸送拠点（市町物資拠点）の開設 

市町災害対策本部の物資部門長（担当課等：○○○）は、地域内輸送拠点

（市町物資拠点）に拠点担当（担当課等：○○○）を派遣する。 

拠点担当（担当課等：○○○）は、選定した地域内輸送拠点（市町物資拠

点）の開設を行い、県地方災害対策部救援物資担当に、地域内輸送拠点（市

町物資拠点）の被害状況と開設の連絡を行う。 

 

（２）人員及び資機材の確保 

調整担当（担当課等：○○○）は、拠点の作業要員について、市町災害対

策本部の受援班（担当課等：○○○）やボランティア部門（担当課等：○○

○）等に要請する。 

また、拠点担当（担当課等：○○○）は、拠点における通信手段・電源・

資機材を確保する。 
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４. 緊急輸送ルート等の被害状況・啓開状況の情報収集 

車両担当（担当課等：○○○）は、地域内輸送拠点（市町物資拠点）や避難

所周辺の道路状況を把握するとともに、市町土木所管課等から緊急輸送ルート

や市町管理道路の被害状況・啓開状況の情報収集を行う。 

 

 

５. 関係機関との情報共有 

調整担当（担当課等：○○○）は、地域内輸送拠点（市町物資拠点）の開設

状況、緊急輸送ルート等の被害状況・啓開状況等について、関係機関（関係団

体名等：○○○）と情報共有する。 

また、支援物資の調達・輸送に関する情報（品目・数量・荷姿・利用車両・

出庫日時・到着予定日時等）について、調整担当（担当課等：○○○）と拠点

運営担当（担当課等：○○○）で共有する。 
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第５節 受入れ調整 

１. 支援物資の受入れ・仕分け 

（１）地域内輸送拠点（市町物資拠点）を経由した支援物資の受入れ 

地域内輸送拠点（市町物資拠点）を経由して支援物資を受け入れる場合、

物資担当（担当課等：○○○）は、地域内輸送拠点（市町物資拠点）に入荷

される支援物資ついて、各担当と情報共有を行う。 

拠点担当（担当課等：○○○）は、支援物資を地域内輸送拠点（市町物資

拠点）で受け入れ、仕分け（出荷準備）を行う 

 

（２）支援物資の入荷・とりまとめ 

支援物資を地域内輸送拠点（市町物資拠点）に入荷後、拠点担当（担当課

等：○○○）は物資担当（担当課等：○○○）に受取報告を行い、物資担当

は（担当課等：○○○）は各担当に情報共有を行う。 

調整担当（担当課等：○○○）は、支援物資の入荷・とりまとめを行う。 

 

（３）提供可能な支援物資、調達スケジュールの確認 

物資担当（担当課等：○○○）は、調達先に対し、提供可能な支援物資、

調達スケジュールについて確認する。 

 

（４）義援物資の取り扱い 

個人等からの申し出による義援物資については、物資担当（担当課等：○

○○）は、市町における対応方針に基づき対応する。 
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第６節 支援活動及び調整 

１. 地域内輸送拠点（市町物資拠点）から避難所への物資輸送等 

（１）支援物資の輸送 

車両担当（担当課等：○○○）は、あらかじめ決めておいた地域内輸送拠

点（市町物資拠点）から各避難所等への配送ルートを基本に、被害状況を考

慮し、配送ルートを決定する。 

車両担当（担当課等：○○○）は、必要に応じて協定を締結した民間物流

事業者等（具体の関係団体名等：○○○）等の協力を得ながら、地域内輸送

拠点（市町物資拠点）に輸送された支援物資を受け入れ、避難所等までの輸

送を行う。 

 

（２）地域内輸送拠点（市町物資拠点）から避難所への支援物資の出荷 

調整担当（担当課等：○○○）は、車両担当（担当課等：○○○）に対し

て車両の手配を、物資担当（担当課等：○○○）に対して支援物資の出荷を

指示する。 

車両担当（担当課等：○○○）は、地域内輸送拠点（市町物資拠点）から

避難所等への配送の計画を作成するとともに、民間物流事業者（具体の関係

団体名等：○○○）、または市町の車両（公用車）を管理する担当課に車両の

確保を要請する。 

物資担当（担当課等：○○○）は、拠点運営担当（担当課等：○○○）に

支援物資の出荷を指示する。 

拠点担当（担当課等：○○○）は、民間物流事業者（具体の関係団体名等：

○○○）の車両、または市町の車両（公用車）に支援物資を積込み、地域内

輸送拠点（市町物資拠点）から避難所へ支援物資を出荷する。 

出荷後、拠点担当（担当課等：○○○）から物資担当（担当課等：○○○）

に出荷完了報告を行う。 

 

（３）支援物資の出荷後のとりまとめ 

支援物資の出荷・在庫管理を正確に行うため、拠点担当（担当課等：○○

○）から出荷完了報告を受けた物資担当（担当課等：○○○）は各担当に情

報共有を行う。 

調整担当（担当課等：○○○）は、支援物資の出荷・とりまとめを行う。 

 

（４）避難所における支援物資の受入れ 

避難所において支援物資を受け入れる場合、調整担当（担当課等：○○○）

は、出荷予定連絡を避難所担当（担当課等：○○○）に行う。 

避難所担当（担当課等：○○○）は、避難所で支援物資を受け入れ、物資

担当（担当課等：○○○）に受入報告を行う。 
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（５）実費・弁償、返却等の手続き 

調整担当（担当課等：○○○）と物資担当（担当課等：○○○）は協力し

て、災害救助法や災害時相互応援協定等に基づき、支援物資の実費・弁償、

返却等の準備を行う。 

 

 

２. 国のプッシュ型支援物資が届くまでの３日間の対応 

（１）備蓄物資等の輸送 

備蓄物資については、調整担当（担当課等：○○○）は、被害想定に基づ

き作成した配分計画を基本に、判明した避難所避難者数に基づき、備蓄物資

の配分量を設定する。 

流通備蓄については、物資担当（担当課等：○○○）は、協定締結団体に

要請を行う。 

これらについて、車両担当（担当課等：○○○）は、輸送を行う。 

 

（２）県のセーフティネット備蓄支援への対応 

県からセーフティネット備蓄支援の輸送の計画について情報提供があった

場合、要請担当（担当課等：○○○）は、対象地域に対して情報提供を行う。 

 

（３）県の流通備蓄への対応 

県から流通備蓄の輸送の計画について情報提供があった場合、物資担当（担

当課等：○○○）は、地域内輸送拠点（市町物資拠点）で受入れの対応を行

う。 

車両担当（担当課等：○○○）は、受け入れた流通備蓄の輸送を行う。 
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３. 支援物資ニーズに基づく対応（プル型支援） 

（１）支援物資ニーズの的確な把握・とりまとめ 

調整担当（担当課等：○○○）は、時間の経過とともに変化する支援物資

ニーズについて把握し、とりまとめるとともに、関係機関（具体の関係団体

名等：○○○）との調整を迅速にきめ細かく行い、先を見越した対応をとる。 

また、調整担当（担当課等：○○○）は、被害状況に応じ、優先的に取り

組むべき対応課題を整理し、その課題解決に必要となる支援物資を特定し、

その品目及び数量、時期、受入拠点の場所及び輸送経路等の情報についてと

りまとめる。 

避難所担当（担当課等：○○○）は、避難所等における支援物資ニーズに

ついてとりまとめる。 

要請担当（担当課等：○○○）は、避難所担当（担当課等：○○○）から

の要請をとりまとめ、調整担当（担当課等：○○○）に報告する。 

調整担当（担当課等：○○○）は、ニーズの把握・とりまとめを行うとと

もに、各担当や県等と情報共有を行う。 

 

（２）県及び支援物資応援元への要請 

調整担当（担当課等：○○○）は、支援物資ニーズに基づき、地域内輸送

拠点（市町物資拠点）に在庫がない支援物資については、物資担当（担当課

等：○○○）に物資の調達を指示する。 

物資担当（担当課等：○○○）は、県または支援物資応援元（関係団体名

等：○○○）に支援物資を要請する。 
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４. 応急給水にかかる受援活動 

市町災害対策本部の応急給水部門（担当課等：○○○）は、水道施設の被害

状況や断水状況及び応急給水状況について、県に情報提供を行う。 

また、市町災害対策本部の応急給水部門（担当課等：○○○）は、配水池の

緊急遮断弁によって確保された水量等について把握し、応急給水拠点での給水

や給水車両を使用して被災者に給水活動を行う。 

給水車両等が不足する場合は、「三重県水道災害広域応援協定」に基づき、

各ブロックの代表市（四日市市、津市、松阪市、尾鷲市、伊賀市）もしくは、

各ブロックの代表市が甚大な被害を受けて機能しない場合は、県の地域機関で

ある地域防災総合事務所・地域活性化局等へ応援要請を行う。 

それぞれの代表市（四日市市、津市、松阪市、尾鷲市、伊賀市）等は、「三

重県水道災害広域応援協定」に基づき、県内５ブロック内（北勢、中勢、南勢

志摩、東紀州、伊賀）で応援要請のあった市町への対応の可否について、県に

伝達する。 

その他の詳細な受援活動については、〇〇〇マニュアルに基づいて実施する。 

 



 

 

 
 
 
 

市町受援計画 
 

ひな型 
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第４節 初動 

１. 現地（市町）災害ボランティアセンターの立ち上げ 

市町災害対策本部のボランティア部門（担当課等：○○○）は、社会福祉協

議会等の関係機関（具体の関係団体名等：○○○）と連携・協働して現地（市

町）センターを迅速に立ち上げ、支援センター等と連携しながら、現地（市町）

センターを通じたボランティアの活動支援を行い、ボランティアとの連携を図

る。 

 

 

２. 緊急輸送ルート等の被害状況・啓開状況の情報収集・共有 

市町災害対策本部のボランティア部門（担当課等：○○○）は、市町土木所

管課等から緊急輸送ルートや市町管理道路の被害状況・啓開状況の情報を収集

し、ボランティア等と情報共有を行う。 
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３. 現地（市町）災害ボランティアセンターの活動に対する支援 

（１）現地（市町）災害ボランティアセンターの設置場所の提供 

市町災害対策本部のボランティア部門（担当課等：○○○）は、現地（市

町）センターの設置場所を提供する。 

 

（２）ボランティア活動に必要な資機材等の提供 

市町災害対策本部のボランティア部門（担当課等：○○○）は、現地（市

町）センターの運営やボランティア活動に必要な資機材等を提供する。 

 

（３）ボランティア活動に必要な情報の共有 

市町災害対策本部のボランティア部門（担当課等：○○○）は、社会福祉

協議会（担当課等：○○○）及び全国から被災地入りしているボランティア

等の関係機関（関係団体名等：○○○）と定期的な情報共有・連絡調整を行

うための連携の場を設ける。 

また、市町災害対策本部のボランティア部門（担当課等：○○○）は、現

地（市町）センターの代表者等に対し、災害対策本部員会議等への参加を求

め、市町としての対応方針等の情報共有を行う。 

 

（４）現地（市町）災害ボランティアセンターへの職員の派遣 

市町災害対策本部のボランティア部門（担当課等：○○○）は、市町災害

対策本部と現地（市町）センターとの連絡調整のため職員を派遣する。 

 

（５）資金確保への支援 

市町災害対策本部のボランティア部門（担当課等：○○○）は、必要な経

費について、各種の助成金確保や、市町ホームページ等による支援金の募集

を行う。 
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第５節 受入れ調整 

１. 現地（市町）災害ボランティアセンター・サテライトの運営等 

（１）現地（市町）災害ボランティアセンター・サテライトの運営 

「現地（市町）災害ボランティアセンター設置・運営マニュアル」に基づ

き、市町災害対策本部のボランティア部門（担当課等：○○○）と社会福祉

協議会は連携し現地（市町）センター・サテライトを運営する。 

 

（２）被災者ニーズの把握 

現地（市町）センターは、「調査・分析」、「企画」、「実施」、「評価・改善」

の段階をふまえ、被災者ニーズの把握、被災者ニーズとボランティア等との

マッチングを行う。 

 

（３）災害ボランティア募集広報の実施 

市町災害対策本部のボランティア部門は、災害ボランティアの募集に際し

て、現地のライフライン等の復旧状況や、ボランティア活動に必要な装備な

どを適切に広報するとともに、ボランティアに求める活動内容について具体

的に発信する。 

 

  




